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後期
～平成19

高齢者医療の在り方に関する基本的考え方
年4月 11日 社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に関する特別部会～

後期高齢者医療における課題基本的な視点

1複数の疾患を併有しており、併せて心

のケアも必要。

2慢性的な疾患のために、その人の生

活に合わせた療養を考えることが必要。

3複数医療機関を頻回受診し、検査や

投薬が多数口重複となる傾向。

4地域における療養を行えるよう、弱体

化している家族及び地域の介護力をサ

ポートしていく必要。

5患者自身が、正しく理解をして自分の

選択することの重要性が高い。

1 後期高齢者の生活を

重視した医療

2後期高齢者の尊厳に

配慮した医療

3後期高齢者及びその

家族が安心・納得できる

医療

1老化に伴う生理的機能の低下により、

治療の長期化、複数疾患への罹患(特

に慢性疾患)が見られる。

2多くの高齢者に、症状の軽重は別とし

て、認知症の問題が見られる。

3新制度の被保険者である後期高齢者

は、この制度の中で、いずれ避けること

のできない死を迎えることとなる。

'後
期高齢者にふさわしい医療の体系

1急性期入院医療にあつても、治療後の生活を見越した高齢者の評価とマネジメントが必要

2在宅 (居住系施設を含む)を重視した医療

・ 訪間診療、訪間看護等、在宅医療の提供
口複数疾患を抱える後期高齢者を総合的に診る医師

・ 医療機関の機能特性に応じた地域における医療連携

3介護保険等他のサービスと連携の取れた一体的なサービス提供

安らかな終末期を迎えるための医療

・ 十分に理解した上での患者の自己決定の重視  ・ 十分な疼痛緩和ケアが受けら,れる体制

後期高齢者の心身の特性等にふさわしい診療報酬については、この「基本的考え方」に

基づき、今後、診療報酬体系の骨子を取りまとめるべく検討を進める。



平成 22年度診療報酬改定の基本方針
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Ⅱ 平成22年度診療報酬改定の基本方針 (2つの重点課題と4つの視点から)
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平成22年度 療報酬改定の概1要

社会保障審議会の「基本方針」

1.重点課題
・救急、産科、小児、外科等の医療の再建

・病院勤務医の負担軽減

2.4つの視点

充実が求められる領域の評価 など

3.後期高齢者という年齢に着目した診療報酬

体系の廃止

全体改定率   +O.19%(約 700億円)

輔  10年ぶりのネットプラス改定

急性期入院医療に概ね4000億 円を配分

凶科 +2.09%(約 600億円)

調剤 +0.52%(約 300億円)

薬価等 ▲ 1.36%(約 5,000億円)
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・ 救命救急センター、二次救急医療機関の評価

・ ハイリスク妊産婦管理の充実、ハイリスク新生児に対する集中治療の評1価

・ 手術料の引き上げ、小児に対する手術評価の引き上げ

からなるチーム医亜:の評

4つの視点 (充実が求められる領域の評価、患者から見てわかりやすい医療の実現など)

がん医療・認知症医療・感染症対策口月干炎対策の推進、明細書の無料発行 など

期「高齢者医療の1診療報酬について

75歳という年齢に着目した診療報酬体系の廃止



後期高齢者医療の診療報酬について

関連の の廃止

口心身全体の管理を行う担当医の評価は高齢者に限つて行われるべきでない

日本点数と機能が重複している生活習慣病管理料を全年齢対象とする

後期高齢者診療料 600点 →   廃■L

その他の後期高齢1者関連点数について ※「後期高齢者」との名称はすべて削除

>原 則として全年齢に拡大

(例 )後期高齢者特定入院基本料 → 特定入院基本料

(退院支援状況報告書の提出により従来と同じ扱い)

口腔 機 能 官 埋 料 三

後期高齢者退院時薬斉1情報提供料

算  }→
退院時薬剤情報管理指導料

薬剤管理指導料退院時服薬指導加 :

その他の見直し

(例)後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料 →廃止 (栄養サポートチームカ日算で対応)

後期高齢者終末期相.談菫援畳盟連の点数の廃止

診療報酬上評価することについて国民的合意が得られていない

後期高齢者終末期相談支援料 200点 → 廃止

(介護との連携促進のため、65歳以上等を対象に)



平成22年度診療報酬改定における主要改定項目について 抜粋

V高齢者1医療の診療報酬についての診療報酬について

L以上という年齢に着目した診療報酬体系については、後期高齢者医療制度本体の見直 しに先行

き、診療報酬体系において「後期高齢者」という名称を削除するとともに、各項目の趣旨・目的

を全年齢に拡大する。

高本する項目
(1)医科診療報酬における項目

①後期高齢者特定入院基本料
後期高齢者特定入院基本料について、名称から「後期高齢者」を削除するとともに、対象者を全年齢に拡大する。ただし、新たに対象

となる患者については、退院支援状況報告書の提出により当該入院基本料の算定ではなく従来どおりの出来高による算定も可能とする。

「重点課題 2-1-① 」の第 2の 5.を参照の■と。

→ (参照)5.後 期高齢者特定入院基本料について、名称から「後期高齢者」を削除するとともに、75歳以上に限定していた対象年
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齢の要件を廃止する。ただし、新たに対象となる患者については、退院支援状況報告書の提出により、当該入院基本料

の算定ではなく、従来どおりの出来高による算定も可能とする。

現 行 改定案

躍 (揃病欄 こ卿 超 えは 院す線 者 側 鰤 生労働

大臣が定める状態等にあるものを除く。))

【後期高齢者特定入院基本料】 (1日 につき)

にあるものを除く。))                _

②薬剤情報提供料の後期高齢者手帳記撃加算

現在、入院中又は入院外において使用又は投薬された主な薬剤や副作用の情報を、薬剤の重複投与や副作用の防止等の観点から、薬剤

服用歴を経時的に管理できる手帳 (いわゆる「お薬手帳」)に記載し、地域の医療機関や薬局で共有し、管理できるようにする取組を現

行上評価している。
こうした薬剤管理に係る取組は年齢を問わず重要であることから、対象者を全年齢に拡大する。ただし、必ずしも「お薬手帳」への記

捐  行 改定案      _ _

【薬剤情報提供料】     10点
注2 後期高齢者手帳記載加算 5点

の              
｀処方した薬剤の名称を当該患者

,数に加算。

T桑剤情報提供科丁      10点
注2 手帳記載加算  ユ重 改

処方 した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載 した

場合に、所定点数に加算。      ___
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③後期高齢者退院時薬剤情報提供料
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象 者 を 全 年 齢 に 拡 大するとともに1現在では同趣旨の評価であるため併算定
こうした薬剤管理に係る取組は年齢を問わず重要であるこ

できないこととされている薬剤管理指導料の退院時服薬指導加算と統合した評価とする。

④
           T奪 i詔ワlllTi普言歴竃ゝ るため、入院期間が 1年 を超える後期高齢者に対して褥癒等の処置を行つた場合の費

層言守τ竜貿覇訂質縫畠纂讐皇与る患者における褥清等の予防は年齢を問わず重要であることから、対象者を全年齢に拡大する。

現  行
改定案

【退院時薬剤情報管理指導料】
90点 改

(廃止 )

【

場合に、退院の日1回に限り算定する。

【薬剤管理指導料】

言翼i:暑骨詈[暑掌言恩墨ふ繕喜管蒋ξ楚場碁し壇腫締響守言だ

限り、加算する。                _
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現 行 改定案

【長期療養患者褥清等処置】

11[[1::首ダ乳雷隻程舌象企脈窯男雷事|こ栞走蔦ざ彗蝙:享る。

2 当該褥・・●処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

【精神病棟等長期療養患者褥清等1処置】

盤 改   、

8:「[子[量言[[l[ri倉[挙言‖[E曇:菖量章:[彎駆
イ 創傷処置 (熱傷に対するものを除 く。)

(1)100面以上 500面未満

(2)500c絹以上 3,000c添 未満

口 皮膚科軟膏処置

(1)100面以上 500面未満

(2)500o面 以上 3,000o請 未満

2 当該褥清処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

【後拠直盤童精
聟
病棟等処

言摺

イ 創傷処置 (熱傷に対するものを除く。)

(1)100c面 以上 500ё請未満

(2)500耐以上 31o00面未満
口 皮膚科軟膏処置

(1)100面以上 500c請未満

(2)500赫以上 31 000cr未満

②
郷   り    け瞑…呻離幸駐

鷲奮霜裏詈瘍竃冨環視窯暫融合的に勘案し、よりきめ細かな歯科疾患
発能管理料を廃止し、歯科疾患在宅療養管理料を新設する。  .
嶺 → 廃止

その他の場合         130点
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[算定要件]

(1:::[景

::[:][う
言暑i書:貫量l[Ⅱ[量言曇[曇漂:言言EE[2骨〕][営 ::言:ラF艦倉[1:IIヽ
:と する。

(2)患者又はその家族の同意                     て`説明を行い、管理計画書を提供した場合又

は 1回 目の歯科疾患在宅療                    塁計画書に基づく継続的な管理を行つている場

合であつて、その内容につ                    発合に月 1回に限り算定する。

(3)2回目の歯科疾患在宅痛                    斗の算定月の翌月以降月 1回に限り算定する:

(4)管理計画書には、患者C                    誕状況等)、 口腔内の状態、実施した検査結果

め要点等の情報を記載す
鼎ヒ属する歯科医師が当該患者の口腔内の状態に応じて口腔機能評価を行い、当該評価結果を

(5)在宅療養支援歯科診療所

(♂喜曇藻冨詈鐙餌F:喜鞣鼻是模慧暴曇警匙夏甍懇暑急娼玉替是轟冒編糧曇電電響警F:口

算すZ5。

:電 l、ては、後期高齢者以外の患者における薬剤服用歴管理指導料と薬剤情報提供料を統合し

日高齢者以外の患者に合わせて別の評価体系とする (年齢に関係なく、薬剤服用歴管理指導料

「Ⅲ-7-④」を参照のこと。     
°

→ (参照)④ 後期高齢者薬剤服用歴管平指導料の見直し

剤月風用歴管
:お ける薬剤服用歴管理指導料 (患者の薬歴を

眼提供料 (「お薬手帳」に薬剤情報や注意事項

骨曇:,iil看][量il「:

,後期高齢者以外の患者に合わせて別個の評価

評価に統一する。)。
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第 2 具体的な内容

改定案

【薬剤服用歴管理指導料】

運
処
奮薯だ昇言増l異 |こ逼幕L指磐皐のすべてを行つた場合に

より患者に提供 し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を

口 え勇[れた薬剤について、直接患者又はその家族等か

ら服薬状況等の情報を収集 して薬剤服用歴に記録 し、こ

れに基づき薬剤の服用等に関し必要な指導を行うこと

【薬剤情報提供料】

の変更後月4回 )に限り算定する

【後期高‐齢者薬剤服用歴管理指導料】

遜晋覆覇魯農署電ム2醤薯庭しぃ{:メ秋に掲げる指導等のすべ

由 足男[れた薬剤についてヽ直接患者又はその家族等か

え胆曇塔響藁鶏源謡露挙置畠I意型怒層曇[再号ヒLF

ハ 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、相互作

用その他服用に際 して注意すべき事項を手帳に記載する

こと

2.特に議論のあつた項目

(1)後期高齢者診療料関連

重複疾患を有 しやすい等の後期高齢者の特性に配慮 し、心身全体の管理を行う担当医の評価を行つたものであつたが、

年齢要件を廃止し、全年齢を対象とする。

こうした取組は高

齢者に限つて行われるべきものでないことから、廃止する。

その上で、本点数と機能が重複している生活習慣病管理料について、

(廃止)

(廃止)

(廃止 )
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(2)後期高齢者終末期相談支援料関連

終末期に関する医療従事者との話し合いについては国民からも望まれているものの、それを診療報酬上評価することについては国民的合
● コ_● ● ● =  _● _ "′ ″ ― -4-ι わ ― 善 ll1 4‐ ●●■●キ

`=奎
・ I+劇 け !L+2

意が得られていない。こうした検証結果を踏まえ、現在凍結されている後期高齢者終末期相談支援料を廃止する。

現 行 改定案

【後期高齢者終末期相談支援料 (医科)】

(1回限り)        200点
【後期高齢者終末期相談支援料 (調剤)】

(1回限り)        200点
【後期高齢者終末期相談支援加算】

(1回限り)        200点

(廃止)

(廃止 )

(廃止 )

3.例外的な見直 しを行う項目

診 ユl潔鵬縫織篇騨   ?t樵

蜆ヅ麗満諭ヅ鋭鷺傷丼甜踊g翻ぇ
診療所後期高齢者医療管理料は廃止する。

(1)鋒
習豪電電湯肇言秀菅桑曇零纂登雫奉世ム加算において、低栄養の高齢者に対する栄養管理の評価を含んでいることから、後期高齢者退

院
嘩

重言菫言
「

:「l§:点≡iり丘ム1〔蟹詈響肇l[習1せ、後期高齢者退院時栄養・食事指導料は廃止する。

藤子を百智讐背:肇慾言民暮だF壇畠宏慧貸纏習把界星晨晨た1習堺L

テ李F倉黒尿告〒覆鶏嵩課磐貸菅吉1轟挙言[:暑 E9鼻鵜お貸馨誕P亀
1等 を位置付け、対象者を65歳以上の患者等に拡大する。
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現  行 改定案

する。

所定点数に加算する。

(41:]言

曇:f昇曇言懲景二3賞 :法鸞讐習iで皇霞挙を療奮『蓄「ぜ暴徐盲作復露喜屋薯|｀喜善1傑季憲EE竃睡密寿参蓄T認禦最皇ムξ

L隻縫写言覆黛飛裏      魏 猟嘆比嘉霧『
と介護が切

1回 )

1回 )

[1纂
撃岳篇澄曳鰈 ?写玩弯編亀冥鷹負桑記理懐БI菖翼晃電合5｀

特定機能病院入院基本料(一般
.       

膿
壇ず議り_ビスの選択や手続き等について、患者及び患者家族に必要な情幸長提供や、適切な施設への転院等の手続きを

行うた場合に算定する。

設置されており、退院調整に関する経験を有する専従の看護師及び専任の

斃 どぽ不頷貴朧 た関する経験を有する専従の看護師又は社会

:  福祉士が1名 以上配置されていること。
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